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『（仮称）鳥取風力発電事業計画段階環境配慮書』及び『（仮称）鳥取西部風力発電事業計画段階環境配慮書』に対する意見・確認等（第４回審査会後） 

※会議における事業者の見解概要付き 

平成 29 年 10 月 31 日／環境立県推進課  
【総括的事項】 

番
号 

意見の内容 事業者の見解 

（住民とのコミュニケーション） 

1 
自分の住む近くにこういった大規模な風車群が建つとなったら、非常に不安になる。住民の不安にし

っかり寄り添うことが必要。（審査会委員） 

住民の方々と密接なコミュニケーションをとり、不安の解消に努める。ま

た、いただいた意見に対して必要な対策を可能な限りとり、住民の不安の解

消に努める。 

2 
事業の規模が大きく、地域に住む人たちの日常を脅かすほどの規模であるとの印象である。 

（審査会委員） 

住民の方々と密接なコミュニケーションをとり、地域の住民にご迷惑をお

かけしないように努める。また、いただいた意見に対して必要な対策を可能

な限りとり、地域の住民への影響の低減に努める。 

3 

音や景観などあらゆる環境要素において地元住民の事前の想定と、実際にできた風車とのギャップが

ないよう、地元と十分なコミュニケーションをとること。特に地元にとってマイナスとなる部分を十分

に説明し、地元の納得を得た上で事業計画を進めること。（こんなはずじゃなかった。こんな話は聞い

ていない。とならないように） 

（審査会委員） 

住民の方々と密接なコミュニケーションをとり、地元の納得を得た上で事

業計画を進める。 

4 

本事業の実施に当たっては、事業及びその環境影響について、周辺地域の住民、土地所有者、事業者

等の関係者に対し、説明会を開催する等により十分な理解を得られるよう配慮していただきたい。 

（伯耆町） 

関係者への説明会を開催する等により十分な理解を得られるよう努力す

る。また、説明会にこだわらず、都度必要なコミュニケーションを取ってい

く。 

 

5 
地域住民との合意形成に関わる方策を考慮すること。 

（江府町） 

6 

本事業の事業実施想定区域周辺には、多数の住居や施設等が存在しているため、騒音および風車の影

による生活環境への重大な影響、また山林をはじめとする自然環境への影響、風車設置による眺望・景

観上の支障等、さまざまな影響が懸念されることから、風力発電設備等の配置等の検討にあたっては、

地域住民等の関係者に対し丁寧かつ十分な説明を行うこと。（日野町） 

地域住民等の関係者に対し丁寧かつ十分な説明を実施した上で、風力発電

設備等の配置等を検討する。 

7 

対外的には知られていない地元地域の環境にかかる情報を、住民からのヒアリング等をしっかり実施

してもれなく把握した上で、それらに対する環境影響を検討すること。 

（審査会委員） 

対外的には知られていない地元地域の環境にかかる情報を、住民からのヒ

アリング等をしっかり実施して把握した上で、それらに対する環境影響につ

いて検討する。 
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8 

第一種事業の目的（Ｐ２）に「本事業は、（中略）地域に対する社会貢献を通じた地元の復興に資す

ることを目的とする」とあるが、ここに示される「地域」や「地元」の地域スケールが不明瞭であり、

かつ、「地域の復興」が何を意味するかが分からない。具体的な計画について御教示願いたい。 

（鳥取市） 

地域のスケールは基本的には鳥取市を範囲として考えている（東部案件）。 

「地域に対する社会貢献を通じた地元の復興に資することを目的とする」

は、「地域に対する社会貢献を通じ、地域に資することを目的とする」との

意味で解釈されたい。 

今後、より密接な地元とのコミュニケーションを実施し、地域の要望に即

した地元貢献策を策定予定である。 

9 

現時点での本事業に係る地元地域への説明状況を確認したい。 

また、説明を行った対象者の事業に対する反応を確認したい。 

（環境立県推進課） 

【鳥取】 

自治体より風況観測塔設置候補地の2地区（鬼入道地区、北村地区）の

区長を紹介いただき、この2区長に計画概要および環境影響評価手続きに

関して説明したほか、西郷地区（北村地区を含む11集落からなる地区）の

公民長を紹介いただき、同様に説明を行った。 
（うち、鬼入道地区には回覧または全戸へ関連資料の配布を実施。） 
鬼入道地区長は事業について反対する様子はなかった。 
北村地区長、西郷地区公民館長は、北村地区内に既に他事業者が風況

観測塔を設置しているため、地区住民の混乱を避ける意味で、地区内への

新たな事業者による風況観測塔の設置は臨んでいないとの意見であった。 

なお、関係地区は他に多数あり、今後他の関係地域を確認予定。 

 

【鳥取西部】 

<伯耆町> 
関係する地区を町から選定いただき、約25地区～30地区に対して事業

に関する資料を配布し、回覧いただいた。 
今後は、必要に応じた協議を実施予定である。 

<江府町> 
関係する地区として4地区選定いただき、うち1地区の区長へは町から

配慮書の縦覧開始について説明された。他の3地区は、地区の集会時に口

頭で配慮書の縦覧が開始されることをお知らせいただいた。 
搬入路等を町へ解放してもらえるのであれば、山の価値が上がるのでは

という意見や、事業に関する丁寧な説明を期待する意見があった。反対意

見を明言された地区はなかった。 
<日野町> 

関係する地区を2地区選定いただき、区長から区民へ資料を回覧して頂

けることになった。本事業計画への賛否に関する明確な意見はなかった。 
 <南部町> 
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自治体より関係する11地区選定いただいた。各区長等に本事業計画と配

慮書の縦覧について概要を説明（一部は合同で説明会を実施）した。 
多くの部落で事業の概要等について回覧もしくは全戸へ資料配付いた

だいた。 
南部町が「里地里山500選」に選ばれていることなどから、「設置は容

易ではない」といった意見のほか、一部地区で事業に反対するスタンスの

区長があった。その他一般的な懸念事項として、「低周波音」や「落雷」

を懸念する意見があった。 

10 

極めて規模の大きい事業であることを踏まえると、地元地域から様々な懸念や不安が示されることが

想定される。 

地元に対する誠実・丁寧な情報公開や説明、あるいは意見聴取など理解醸成が必要と思われるが、今

後、どのように地元への説明や理解醸成に取り組まれる方針か確認したい。 

また、これからの理解醸成の取組の過程において、地元から事業に対して反対する声が上がった場合

に、どのような対応を取る方針か確認したい。 

（環境立県推進課） 

丁寧な対話を必要・状況に応じて繰り返していきたい。 

環境保全や安全確保について必要・状況に応じて対策を可能な限り具体的

に示すことを基本とする。 

地域貢献策を立てる場合は、予め地域の課題を伺う等一体感をもてるプロ

セスを策定し、理解・合意形成の構築に努めたいと考えている。 

 

（全体的な環境影響に関する懸念） 

11 
地域によっては、周囲をグルリと風車に囲まれる地域もあるかもしれない。そのような地域では様々

な影響が心配される。（審査会委員） 

周囲をグルリと風車に囲まれる地域が生じた場合は、重点的に説明を実施

し、理解をいただいた上で計画を固めていく。 

12 

規模が非常に大きいことから、様々な影響があるだろう。恐らく尾根に沿って広く長い基礎を打つこ

とになると考えると、動植物の分断などの影響も及ぶのではないか。またそれ以外にも今までにない大

きな影響が生じるのではないかと心配している。（審査会委員） 

これまでの風車に比べて相対的に改変面積やパワーレベルが大きくなる

可能性があり、環境影響評価の中で環境保全措置を適切に検討していく。 

例示された事項についても、例えば小動物の這いだしが難しい U字溝の採

用を極力少なくするなど、実行可能な環境保全措置を講じることでさらに影

響の低減がはかれるのではないかと考えている。 

13 
感想だが、人が入らない（入れない）ところを開発して、風車を作ることについては疑問を感じる。 

（審査会委員） 

住居地域からの離隔を確保し、かつ好風況を確保する必要があるため、本

件では尾根付近での開発となり、結果的に人が入れない箇所での開発とな

る。 

14 

施設建設時における自然環境の破壊や、建設後には周辺の景観に大きく影響を及ぼすことが考えられ、

立地場所については慎重な検討が必要と考える。 

（南部町） 

今後の環境影響評価において、各影響について予測・評価を行い、慎重に

立地場所を選定する。 

15 

本事業は奥日野県立自然公園および中国山地の豊かな自然環境を開発するものであり、且つ工事中及

び供用時における騒音や風車の陰による生活環境への重大な影響、景観上の支障等、地域への様々な影

響が懸念される。 

（日野町） 

今後の環境影響評価において、各影響について予測・評価を行い、必要な

対策を検討する。 
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16 

本事業計画のさらなる検討にあたっては、各種の環境の保全に係る措置を適切に講ずることにより、

対象事業実施区域の設定および風力発電設備等の配置等を検討すること。また、それらの検討の経緯・

内容については、方法書以降の図書に適切に記載すること。 

（日野町） 

方法書時点では、配慮書手続きにより明らかになった重大な影響に対し、

各種の環境の保全に係る措置を検討し、対象事業実施区域の設定および風力

発電設備等の配置等を検討する。準備書時点では、現地調査に基づく環境影

響の予測・評価を実施し、各種の環境の保全に係る措置を適切に検討するこ

とにより、対象事業実施区域の設定および風力発電設備等の配置等を検討す

る。 

17 

対象事業実施区域の設定並びに風力発電設備及び取り付け道路等の付帯設備の構造・配置または位

置・規模の検討にあたっては、計画段階配慮事項に掲げた各事項にかかる環境影響の重大性の程度を整

理し、事業計画に反映させること。 

（日野町） 

計画段階配慮事項に掲げた各事項にかかる環境影響の重大性の程度を整

理し、可能な限り事業計画に反映する。 

18 

騒音等及び風車の影による生活環境への影響並びに鳥類に対する影響を回避または十分に低減できな

い場合は、風力発電設備等の配置等の再検討、対象事業実施区域の見直しおよび基数の削減を含む事業

計画の見直しを行うこと。 

（日野町） 

今後の現地調査、予測及び評価において配慮する。 

19 

環境保全措置の検討にあたっては、環境影響の回避・低減を優先的に検討し、代償措置を優先的に検

討することが無いようにすること。 

（日野町） 

今後の手続きにおいて、ご指摘の点に留意する。 

20 

予測・調査結果の不確実性を前提にすると、事後調査の実施とその結果を踏まえた対応など、事業実

施後の対応についても、あらかじめしっかり考えておくことが必要。 

（審査会委員） 

事後調査の実施とその結果を踏まえた対応など、事業実施後の対応につい

ても、あらかじめ検討する。 

21 

配慮書の段階で、現計画（規模・基数など）がどの程度実現性があるのか。判断できるような資料を

出してほしい。 

（審査会委員） 

現時点で、ご質問の趣旨に合う資料を提示することはできない。 

22 

事業実施に伴う各環境影響による住民への健康被害や圧迫感などの心理的な不安等についても十分に

考慮し、事業の実施により、住民生活を脅かすことがないよう、慎重に事業計画を検討すること。 

（環境立県推進課） 

事業実施に伴う各環境影響による住民への健康被害や圧迫感などの心理

的な不安等についても十分に考慮し、事業の実施により、住民生活を脅かす

ことがないよう、慎重に事業計画を検討する。 

23 

事業実施想定区域近傍で（仮称）鳥取市青谷町風力発電事業が計画されている。 

この事業との累積的な影響についても予測・評価が行われる必要があるため、適切に情報収集等を行

い、必要に応じてこの事業の事業者と協議・調整を行い、その累積的な影響を極力回避・低減すること。 

（環境立県推進課） 

他事業者とコンタクトを取り、情報収集に努める。また、他事業者との協

議をし、これらの結果を踏まえて累積的な影響を検討し、事業計画に可能な

限り反映させる方針。 
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24 

一部環境要素において、重大な影響を回避・低減するための留意事項として、「民家との距離」や「発

電機の配置」を掲げているが、３６基もの風車を配置する場合、最大限確保できる離隔距離や配置パタ

ーンは限られてくると見込まれるが、具体的にはどのように検討を進める方針か確認したい。 

（環境立県推進課） 

現地調査および予測・評価の実施後に、発電機機種および配置パターンの

検討・決定する。 

25 

一部環境要素においては、重大な影響を回避・低減するための留意事項として「機種の検討」を掲げ

ているが、現時点で想定する４５００ｋＷ級の機種がないなか、どのような検討を想定されているのか

確認したい。 

（環境立県推進課） 

大型部品の輸送の可否に係る調査、施工の可否等の地盤条件等を踏まえ、

可能な限り騒音レベルの小さな機種を採用するなど、環境保全の観点でも検

討し、機種を選定する。 

（配慮書において、工事の実施に係る影響を検討していないことへの指摘） 

26 
これほどの大規模事業で、工事中の影響について、配慮書で全く評価しないのは不適当と思われる。 

（審査会委員） 

計画熟度が非常に低い段階であり設計等も未完了である。配置によって取

付道路の長さなども変わり、発生土量なども変化するため、工事中の影響に

ついて予測等することができない。そのため、まずは 20 年間恒常的に影響

を及ぼすおそれがある風車の稼働後の影響に絞り、本当に重大な影響を回避

低減できるのかを配慮書の趣旨に従い検討したところ。 

なお、現時点で工事中の環境配慮指針について全く記載していないわけで

はなく、東部 201 ページ、西部 195 ページに例示した措置を検討することを

ここで確約しているものと御理解いただければと思う。 

27 

取付道路等の工事の影響が非常に大きいと思う。「工事中の影響を検討する熟度にない」としている

が、今回の事業は工事の影響も非常も大きいと想定され、重大な環境影響が懸念される。配慮書におい

ても、最低限、取り付け道路の工事にかかる影響予測や影響に対する対策の方針などは示されなければ、

配慮事項を検討したとはいえないのではないか。（工事の影響を配慮書の対象としないとするのは違和

感がある。大きな影響があることが想像できる。） 

（審査会委員） 

28 

現時点において、一定程度、区域内のどのあたりに設置するのか構想があるのではないか。そうであ

れば、その想定も公開した上で議論すべきではないか。（どのような取付道路がどの程度想定されるか

なども含めて） 

（審査会委員） 

現時点では詳細は未定となっている。今後、環境影響評価手続きと合わせ

計画熟度を高める中で、詳細案を検討し、公開、議論していくことと考えて

いる。 

29 

本事業計画は、本県で他の事業と比較できないほど大規模な風力発電の計画である。また、設置を検

討する風車も現時点で国内で設置事例がないような機種を想定している。本事業においては工事の規模、

取付道路の規模も相当程度大きくなることは想像に難くない。これらを踏まえると、各環境要素に対す

る環境影響評価は極めて慎重に行われる必要があるのはいうまでもない。 

現配慮書における予測・評価は、取付道路の設置や工事の実施に係る影響予測が全く行われていない

など、十分に配慮事項について検討されているとはいえない部分があると考えられる。 

方法書までに、これらの指摘事項を踏まえ、追加で配慮事項の検討を行い、現計画規模で本当に確実

に重大な環境影響を回避低減出来るのか検討される必要があると考える。 

また、予測評価の結果、重大な環境影響が予測される場合は、大幅な事業規模の削減も視野に検討さ

れることが必要と考えるが、どのような方針とするのか確認したい。 

（環境立県推進課） 

26～27 番に同じく、工事中の影響について現時点で言及することは難し

い。 

なお、基準値等との整合性については、今後の手続において検討していく。 

また、事業規模は調査・予測・評価の結果を踏まえて検討していく。 
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【大気質、騒音及び超低周波音】 

番
号 

意見の内容 事業者の見解 

30 

これほどの大規模な事業では、工事車両の走行に伴う排ガス・騒音・震動による重大影響も考えられ

る。配慮書において、そういった工事車両の走行についての考え方も示されるべきではないか。 

（もう少し具体的に工事期間をどの程度に設定していて、1日にどの程度の車両走行を計画するのか。

など）（審査会委員） 

事業計画及び工事の詳細が決まっていないため、現時点で対策案を示すこ

とはできない。現地調査および評価・予測を実施し、重大な影響を与えない

ように工事を計画する。 

31 

今までの風車をもとに 500m を設定しているようだが、国内に例がない大型の風車を採用するのなら

ば、距離の確保が不十分であることが懸念される。更に距離を取る必要があるのではないか。 

（審査会委員） 

現地調査および予測・評価の実施後に、発電機機種および配置パターンを

検討・決定する。検討の中で、必要な離隔距離についても検討する。 

32 

４５００ｋｗ級の風車の実績がないとなると、メーカー公称データ等で予測評価が行われることにな

る。山間や谷間の計画で、ただでさえ予測のシミュレーションに不確実性が伴うと見込まれる中、一層

予測の不確実性を増すことになるのではないか。（審査会委員） 

準備書での予測に当たっては、メーカーより IEC 規格に沿って設定された

音源データを入手することで客観性を担保したい。 

※会議後訂正：審査会において「ISO 規格」とした発言は誤りであった。 

正しくは IEC（IEC61400-11）。 

33 

現況、単機辺りの出力で国内に事例の無い大きさの風車を立てる考えとのことだが、十分な騒音予測

が出来ないのではないか。さらに地形は立体的な３Ｄの世界。平面的な複数の風車騒音シミュレーショ

ンより数段予測が難しく、不確実性が大きいのではないか。（審査会委員） 

予測計算は数値標高データを用いた三次元の計算を行う。ただし、周辺の

木々等を全てモデル化することは困難なため、計算過程の中で一部考慮でき

ない要素もあると考えている。 

34 

谷を挟みつつ、並列に 3列並ぶような配置も想定される。風車からの直接の音と、対面の山壁に反射

したもの、それらが干渉し合うなどがあると思う。影響があるとなった場合に、どのような対応方針と

するのか、考え方を確認したい。（審査会委員） 

予測結果を踏まえ、影響が大きいと判断された場合には配置の変更も検討

する必要があると考えている。 

35 

騒音及び低周波音の予測範囲を想定区域から 2.0km としているが、売電目的とした風力発電施設で定

格出力及び設置基数とも国内において例のない規模(2017 年 3 月末現在)であり、また事業計画の熟度が

低い状況であることから、計画の不確実性及び知見の不足等が考えられ、現時点では影響の回避が可能

と判断出来るか不明である。現時点で、「重大な影響を回避又は低減できる可能性が高い」というので

あれば、より詳細な根拠を示すこと。 

（水・大気環境課／参照：東部 4.3-9（213）、西部 P4.3-9（207）） 

詳細は予測結果を踏まえて検討することになる。配慮書に記載した「配置

の検討」については、影響が大きいと判断された場合には再検討等の措置を

講じるという意図・宣言を含んでいる。 

36 

騒音の調査・予測・評価について、環境省発行の「風力発電施設から発生する騒音等測定マニュアル」

に沿って実施すること。また、指針値について環境省が定める「風力発電施設から発生する騒音に関す

る指針」に沿って設定すること。（鳥取市） 

指針値については、アノイアンスの可能性の目安として示されている。ご

指摘のマニュアルや指針等、最新の知見を参考に調査、予測及び評価を実施

する。 

一部「風車騒音に悪影響があるのではないかという懸念に基づき、影響を

訴える事例もある」といったこともあり、地域住民に対して計画の理解を求

めていくことは当然重要と考えている。また、環境基準や県の夜間騒音の基

準なども総合的に踏まえ判断する。 
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37 

事業実施想定区域の周辺には多数の住居等が存在するため、環境保全に十全を期さなければ、工事中

及び供用時における騒音による生活環境への重大な影響が懸念される。このため、風力発電設備等の配

置等の検討にあたっては、「風力発電施設から発生する騒音等測定マニュアル」（平成２９年５月環境

省）および最新の知見等に基づき、住居等への影響について適切に調査、予測および評価を行い、その

結果を踏まえ、風力発電設備等を住居等から隔離すること等により、騒音等による生活環境への影響を

回避または極力低減すること。 

（日野町） 

ご指摘の通り、最新の知見を参考にした環境影響評価を行います。住居か

らの離隔の確保等、環境保全に配慮していく。 

38 

風力発電施設は住居から比較的近い位置に設置が予定されており、風車騒音の騒音レベルにかかわら

ず、住民の生活環境に影響を与える可能性があると考えられる。周辺住民と十分にコミュニケーション

をとり、配慮を欠かさないこと。 

（鳥取市） 

周辺住民と十分にコミュニケーションをとり、配慮する。 

39 

（西部案件）とっとり花回廊は、観光施設であり、騒音が大きいと観光客から苦情の対象となる。風

力発電設置による騒音の影響をどのように評価しているか。 

（生産振興課） 

今後の配置検討に当たっては可能な限り離隔距離の確保を検討する。大き

な観光施設であることから、迷惑をかけてはいけないと考えている。 

 

 

【水環境】 

番
号 

意見の内容 事業者の見解 

40 

事業実施想定区域は、現時点で想定される範囲として広めに設定されているところであるが、事業実

施想定区域内には、簡易水道の水道水源等の地下水を利用する施設が存在している。風力発電事業の設

備や搬入路の建設等に伴って、水文環境や地下水流動系が変わり、水道水源、温泉源やその他の民生用

井戸、及び河川や湧水の水質や水量に影響を与えるおそれがある。風力発電事業に伴う事業実施想定区

域及びその周辺の水文環境や地下水流動系への影響について適切な方法で実態を調査し、影響予測し、

環境影響の有無について評価すること。 

（水・大気環境課） 

今後、調査・予測・評価を実施し、環境への影響を可能な限り回避する計

画とする。 
※（後日事業者により補足・追記） 
質問番号 46 番と同様、通常のアセスの流れ（方法書で項目を選定し、調

査計画を基に準備書で評価）の中での対応ではなく、管理者との協議、ボー

リング調査の結果を踏まえて影響について言及する方針である。 
 

41 

周辺に水道水源が多数存在しており、湧水利用しているものも複数あることから、立地の検討に当た

っては、河川や谷筋等からの距離を確保すること。 

周辺の水道水源等への影響を回避又は低減できるよう工事中の土砂や濁水の流出防止措置に万全を期

すこと。 

（東部生活環境事務所） 

今後環境影響評価手続きの中で必要な調査内容を検討し、現地調査および

予測・評価に基づき、必要な対策について十分に検討する。 
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42 

事業実施想定区域には水源かん養保安林が多く存在し、周辺には水道水源が存在するため、風力発電

設備等の配置等の検討にあたっては、森林の伐採等による改変および風力発電設備等の設置工事等で発

生する土砂や濁水による水環境への影響を回避または極力低減すること。 

また、事業に伴う水道水源への影響については、当該水源を利用する水道事業者と十分に協議するこ

と。（日野町） 

風力発電設備等の配置等の検討にあたっては、森林の伐採等による改変お

よび風力発電設備等の設置工事等で発生する土砂や濁水による水環境への

影響を十分に検討し、必要な対策をする。 

また、当該水源を利用する水道事業者と十分に協議する。 

43 
（東部案件）道から作る必要があることから、湖山池や周辺の川に濁水の影響が出るだろう。予定地

の周辺も含め、調査・予測・評価するように。（審査会委員） 

周辺の河川等についても広く調査・予測・評価が必要と考えており、その

ように対応する。 

44 （東部案件）東部地域には近傍に吉岡温泉があるが、温泉への影響は調査されるのか。（審査会委員） 

実際に源泉の掘削深さまで杭基礎を打つことは難しいと考えている。 
また、本項目については環境影響評価で取り扱うものではないと考えてい

るが、温泉事業者等と十分な協議を実施して、必要な対策・配慮を行う。 

45 

（西部案件）設置箇所の南東側に、根雨水源地と日野川上流及び、日野川につながる複数の川など貴

重な水源がある。前回審査会においても、地下水を含む水への影響が指摘されていたが、開発による影

響がやはり懸念されるところ。 

江府町は水を大切にしている町であることなどを踏まえ、小さな川（支流）の水量・水質などが変わ

らないような十分な配慮が求められる。（審査会委員） 

流域の改変面積を極力低減するよう配慮いたします。 
また、水の濁りについても沈砂池の設置等の保全措置を今後のアセス手続

で示していく。 

46 

（西部案件）とっとり花回廊では、花の育成、管理のため大量の地下水を活用している。風力発電設

置による地下水への影響をどのように評価しているか。地下水の水質へ悪影響があると、花の育成、管

理に支障が出る。 

（生産振興課） 

まずは、どの程度の深さで取水しているかを管理者等に確認する。 
本事業は尾根沿いの開発を見込むため、地下水の大きな流れがある深さま

で杭基礎を打つことは難しいと考えているが、地下水については地域にとっ

て重要な問題であることから、環境影響評価の項目にするということではな

いにせよ、今後のボーリング調査において地下水の状況を把握し、どこかの

段階で言及し、根拠を示す必要があると考えている。 
なお、方法書段階ではボーリング調査に必要な関係許認可が得られるかは

難しいところ。 

47 

（西部案件）事業実施想定区域周辺には、野上川、須鎌川、藤屋川などが存在し、農業用水としても

取水されているほか、福岡水源等の水道水源も存在している。 

事業実施に伴う濁水の発生や地下水への影響により、これら河川水や水道水源等に影響を及ぼすこと

がないよう、適切な環境影響評価を実施していただきたい。 

（伯耆町） 

流域の開発面積を低減する、沈砂地を設置するなど濁水対策を講じること

で、影響を低減するよう対応する。 
地下水の影響についても、水脈が複雑で、ピンポイントのボーリングで把

握できるものではないため、各風車の基礎ごとに、打設する場所に地下水が

あるのかを確認する。地下水は環境への影響の他、事業においても地盤の安

定性等影響があるので確認していきたい。 
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【重要な地形・地質、風車の影】 

番
号 

意見の内容 事業者の見解 

48 

（資料 1－3番号 14 に関連して） 

（１）土砂崩壊や地すべりにより発電施設（風車）が倒れるといった施設の安全性ではなく，ヤード

建設（＝広範な小流域内の土地被覆の変化（森林からコンクリートへ））が小流域の降雨流出プロセス

に影響し，施設より下流のどこかで土砂崩壊や地すべりなどのリスクは高まることはないのかというこ

とが質問の趣旨である。 

ヤードの一辺はブレードより長いので，ヤードの一辺が 70m 程度とすると，１つのヤード面積は約

5,000m2 となる。ヤードが重なることはなく，密集することを考慮すると 36 基で約 18ha のまとまった

土地がコンクリートになる。流域とは言わないまでも，小流域の降雨流出への影響の有無を検討してい

ただきたい。 

（２）資料にはヤード造成に関する詳細な記述や図による表示が見られない。図 2.2-9（東部、西部

とも P21）からは一辺がブレードより長いコンクリート製のヤードを造成するとは分からないので，造

成することが明確であるヤードに関しても加筆していただきたい。 

（３）鳥取県の山間部には，河川から導水せずに集水域からの流出のみで貯水し，下流の水田地区に

灌漑するため池が多数ある。このようなため池の集水域内に施設を建設する場合は，ため池の貯水・利

水に影響がでないような配慮をしていただきたい。 

（４）上述のことから，ヤード建設においては透水性の高いコンクリート材を用いる，小流域界を考

慮して分散して発電機を建設する，あるいは発電機の基数を減らすなどの流域の水文環境への影響を最

小限にとどめる配慮を必要に応じてしていただきたい。（審査会委員） 

（１）ヤードは正方形である必要はなく、今回の場合、一般的な工法では

1つのヤードの面積は 3000m2 程度を想定している。また、ヤードは必ずしも

コンクリートとする必要はない。 

事業計画の安全性の検討において、降雨流出の影響についても検討を実施

し、問題が発生しないような必要な対策について検討する。 

（２）必ずしもコンクリート製とする必要はない。風車機種および立地を

勘案し、ヤードの設計・検討を実施する。 

（３）ため池の集水域内に施設を建設する場合は，ため池の貯水・利水に

影響がでないような配慮をする。 

（４）今後事業の熟度が高めていく中で、必要な対策について検討する。 

49 

（番号 48 及び資料１－3番号 14 に関連して） 

前回審査会において、コンクリートの基礎設置に伴う土砂崩壊や地滑りのリスクに対する意見に対

し、環境影響評価の中では災害については取り扱わない旨回答されている。 

しかし、「環境アセスメント技術ガイド 大気環境・水環境・土壌環境・環境負荷」（環境省環境影

響評価課 監修）によれば、「開発行為による土地の安定性の変化（液状化、地盤陥没と言った地盤変

状や地すべり、斜面崩壊の危険度増加等）についても環境影響評価の項目の対象として考慮する事が望

ましい。」と示されている。 

斜面の多い地形において大規模な開発行為を伴う本事業計画においては、「土地の安定性の変化」に

ついて環境影響評価の対象とされるべきと考える。 

（環境立県推進課） 

当該案件は、林地開発許可が必要であることが予測されます。その際、鳥

取県の林地開発条例 条例の規定により安全性の審査が行われ、最低でも当

該条例に定められる基準を満たす必要があります。 

また、許認可とは別に、専門家のヒアリングを受け、科学的根拠のある方

法で「土地の安定性の変化」を検討する。 
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50 

（東部案件）河川争奪地形として、岩坪集落付近がある。また、上段、下段集落付近の河岸段丘、お

よび報徳集落付近の河岸段丘があり、この地域のジオパークの見所となっている。 

風力発電の設置対象外となっている地域であるが、設置に伴う道路建設などの際に、これらの見所が

破壊されないように注意が必要である。（山陰海岸ジオパーク海と大地の自然館／参照：（東部）P64

第 3.1-28 表） 

関係個所と十分な協議を実施し、必要な対策について検討する。 

51 

（東部案件）環境要素の「重要な地形及び地質」が、計画段階配慮事項として選定されていないが、

事業予定エリアは、山陰海岸ユネスコ世界ジオパークのエリア内にあるので、選定は必須である。 

これまで、ジオパークエリア内では、官民協働で貴重な地域資源の保護保全に努めてきており、公共

工事などで見つかった貴重な地質や植物の保全や公開が進んでいる。本事業においても工事中の学術調

査や、貴重な地質などが見つかった場合などには、保全や公開に協力していただきたい。 

（山陰海岸ジオパーク海と大地の自然館／参照：（東部）P200 表 4.1-2） 

ジオパークの対象エリアが事業に直接関係する場合、工事中の学術調査

や、貴重な地質などが見つかった場合などには、保全や公開に協力する。 

52 

（東部案件）事業実施想定区域の地質は約１億年前の安山岩や、約４０００万年前の深成岩等で成り

立っており、それらの特徴的な地質の路頭が発見された場合は、速やかに鳥取市担当課や山陰海岸ジオ

パーク推進協議会と地質調査・保全に向けた連携を取ることが必要である。 

（鳥取市） 

特徴的な地質の路頭が発見された場合は、速やかに担当課等に連絡し地質

調査・保全に向けた連携を取る。 

53 

（西部案件）県自然環境保全地域の一部が事業実施想定区域に含まれているが、自然環境を改変しな

いよう計画していただきたい。金華山自然環境保全地域は、学術上、また景観上優れた地形を形成して

いるため、自然環境保全地域に指定している。そのことを十分考慮していただきたい。 

（緑豊かな自然課） 

自然環境の改変を可能な限り低減するよう検討する。 

54 

風車は尾根に建てられることが想定されるが、風車の影の影響については、高所に建設されることな

どの地形も考慮して予測・評価が行われることが必要と考える。 

（環境立県推進課） 

風車の影の影響について、国土地理院が公開する数値標高データを用い、

標高を考慮した予測を行う。 

55 

事業実施想定区域の周辺には多数の住居等が存在しており、風車の設置位置によっては、供用時にお

ける風車の影による生活環境への重大な影響が懸念される。 

このため、風力発電設備の配置等の検討にあたっては、住居への影響について適切に調査、予測およ

び評価を行い、その結果を踏まえ、風力発電設備を住居等から隔離すること等により、風車の影による

生活環境への影響を回避または極力低減すること。 

（日野町） 

ご指摘のとおり住居等からの隔離の確保や住環境を対象とした予測をす

ること等により、風車の影による影響を低減するよう努める。 
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【動物・植物・生態系】 

番
号 

意見の内容 事業者の見解 

56 

河川や湖沼に直接改変がないことをもって、重大な影響がないとされているが、工事中の濁水が流入

すれば影響が必ず発生する。濁水は希少な水生生物を含めた生態系に重大な環境影響を及ぼしうるにも

かかわらず、そのことを想定していないこの評価内容は問題があるのではないか。 

（特に西部では専門家へのヒアリングで計画地周辺の河川において重要種であるアカヒレタビラの生

息情報もある。またホタルの里なども近傍にあり影響を受ける可能性が懸念される）（審査会委員） 

工事中の濁水対策については、今後のアセス手続きで具体化させていく

が、基本的には濁水による影響を可能な限り低減できるような計画を策定し

ていく方針である。今後の手続きにおいて影響低減をはかることが可能であ

るため、配慮書においては工事中の影響を選定していない。 

ご指摘いただいたような重要な種については、今後実施していく現地調査

結果なども踏まえ、重大な影響が及ばないよう計画を検討し、また、影響予

測及び評価を行っていく。 

57 

前回会議でも指摘したが、事業実施想定区域は、林道も登山道もないから生物の調査がされていない

ことと思われる（特に西部）。傾斜もきつく、かなり入りにくい地形のように思われるので、調査する

ことさえ、かなり大変なことと思える。杉林とアカマツ林が多く、そこに生息する動物をきちんと把握

するのは、かなりコストがかかると考えるが、そのような調査をきっちりやっていただくことが、今後

の検討の前提になる。（審査会委員） 

ご指摘のとおり、登山道等はないため、既存の資料はほとんどなかった。

現地調査については的確に実施していきたいと考えている。 

58 

専門家等へのヒアリング結果で、東部案件では事業実施想定区域はイヌワシ（クマタカ）の生息情報

や渡り鳥の越冬地の情報が得られている。また、西部案件では周辺にクマタカの生息情報が得られてい

るほか、オシドリ等渡り鳥の越冬地であることも考慮する必要がある。 

動植物、特に鳥類の調査においては、調査時期を十分考慮して実施していただきたい。 

（緑豊かな自然課） 

動植物、とくに鳥類の調査については、調査時期を考慮し、的確に調査を

行っていく。 

59 

（東部案件）吉岡温泉周辺では例年ホタルまつりが開催されている。工事等で生じる濁水による影響

が懸念されるため、適切に環境影響評価を実施すること。 

（審査会委員） 

ホタル類の生息状況を確認し、工事等の濁水による影響を極力低減できる

よう、適切に環境影響評価を実施していく。 

60 

（東部案件）事業実施想定区域はイヌワシの生息区域に比較的近く、現地調査の実施が必要であると

専門家に指摘されている。現地調査の際には、季節的な生息範囲の変化を十分考慮した適切な現地調査

を実施すること。 

（東部生活環境事務所） 

希少猛禽類の現地調査の際には、適切な調査時期を設定し、季節的な生息

範囲の変化を把握できるよう実施していく。 

61 

（東部案件）鳥獣保護区が一部事業実施想定区域に含まれるが、現地調査等を実施し、動物への影響

を回避していただきたい。鷲峰山鳥獣保護区は、森林に生息する鳥獣の保護を図るために狩猟が禁止さ

れる保護区に指定していることを考慮していただきたい。 

（緑豊かな自然課） 

方法書において調査範囲に含まれる鳥獣保護区については現地調査を実

施し、重要な種の生息状況を把握する。その結果を踏まえ、準備書以降に影

響が極力低減できる環境保全措置を検討するなど、的確に環境影響評価を実

施していく。 



12 
 

62 

（東部案件）事業実施想定区域の近くには湖山池があり、オオワシなどの野鳥の飛来地となっている

ため、バードストライク等の鳥類への影響が懸念される。野鳥の飛翔コースと直行させないようにする

など、生態系破壊にならない配慮が必要である。（鳥取市） 

専門家等からも指摘があったとおり、湖山湖からは距離があるためオオワ

シ等が飛翔してくる可能性は低いと考えるが、現地調査においては、対象事

業実施区域及びその周辺のオオワシの飛翔コースについても記録する。ま

た、その結果を踏まえ、必要な環境保全措置を検討し、影響が低減されるよ

う計画を検討する。 

63 

（西部案件）事業実施想定区域周辺では、クマタカ等の希少猛禽類の生息情報があるほか、越冬地と

して多くのオシドリが飛来していることから、本事業の実施により、風力発電設備への衝突事故や移動

経路の阻害等による鳥類への影響が懸念される。このため、風力発電設備の配置等の検討にあたっては、

専門家等からの助言を踏まえ、鳥類に関する適切な調査および予測を行い、その結果に応じ必要な環境

保全措置を講ずることにより、鳥類への影響を回避または極力低減すること。 

（日野町） 

風力発電設備の配置等の検討にあたっては、専門家等からの助言を踏ま

え、鳥類に関する適切な調査及び予測を行い、その結果に応じ必要な環境保

全措置を講じ、鳥類への影響を回避または極力低減する。 

64 

事業実施想定区域には、森林法に基づき指定された保安林が多く存在することから、本事業の実施に

より、植物および生態系への影響が懸念される。このため、風力発電設備等の配置等の検討にあたって

は、既存道路や伐採跡地等の無立木地等を活用することにより、自然度の高い植生および保安林に指定

された森林等の改変を回避または極力低減するとともに、森林帯を可能な限りまとまった状態で残すこ

と。 

（日野町） 

風力発電設備等の配置等の検討にあたっては、既存道路や伐採跡地等を極

力活用することにより、現地調査により確認された自然度が高いと考えられ

る植生等の改変を回避または極力低減するとともに、森林帯を可能な限りま

とまった状態で残せるよう計画を検討する。 

65 
事業区域に保安林が内在しているが、保安林内での工作物設置等の転用行為は避けられたい。 

（森林づくり推進課） 

関係者と十分な協議した上で、事業を計画する。 

66 
保安林指定区域の把握漏れがないよう、指定申請中も含め、再度精査されたい。 

（森林づくり推進課） 

漏れがないよう精査する。 

67 
手入れの行き届いた人工林、作業道等を事業地選定することは避けられたい。また、林業経営を分断

するような工作物の設置等は避けられたい。（森林づくり推進課） 

可能な限り既存道路等を活用することを検討している。作業道について

は、関係機関等との協議を踏まえ、この観点から取り付け道として使用する

可能性はあるものと考えている。 

ご指摘のとおり、林業経営を分断するようなことがないよう、関係機関と

協議しながら、適切な事業計画を検討していきたいと考えている。 

68 

保安林以外の森林において、発電施設、付帯施設、アクセス道路等の一体の開発に伴う１ヘクタール

を超える面積の森林の転用は、県知事の許可が必要なので、ご承知願いたい。 

（森林づくり推進課） 

了解した。 

69 

事業実施想定区域には、林地開発許可を受けて真砂土採取等の開発事業者が多数ある。近接する保安

林以外の森林の開発を計画する場合は、各事業者の開発事業計画との調整を図ること。 

（森林づくり推進課） 

各事業者の開発事業計画との調整を図る。 
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70 

（西部案件）事業実施想定区域及びその周辺には、農地が多数存在しているため、風力発電施設等の

建設において、農地の利用を行う場合等は、検討段階において農業委員会に協議を行うとともに、必要

な諸手続を行うこと。 

（伯耆町） 

風力発電施設等の建設において、農地の利用を行う場合等は、検討段階に

おいて農業委員会に協議を行うとともに、必要な諸手続を実施する。 

71 
（西部案件）南部町はその全域が環境省の「生物多様性保全上重要な里地里山」に選定されているこ

とに配慮すること。（西部総合事務所生活環境局） 

配慮し、事業計画を策定する。 

72 

（西部案件）南部町は、平成 27 年に環境省が指定する「生物多様性保全上重要な里地里山」に町全域

が指定された。このことは、様々な命を育む豊かな里地里山を次世代に残していくべき自然環境として

位置付けられたものです。南部町は、これまで人々のくらしや営み、保全活動等の取組を通じて守られ

てきた豊かな里地里山を、今後も大切な資源として次世代へ引き継ぐべきものと考える。 

このような背景から、風力発電事業については理解できるが、検討されている事業の南部町地内での

施設設置については、豊かな自然環境に影響を及ぼすとともに、誇り得る自然の景観を損なうことが考

えられる。したがって町内における風力発電施設の設置については反対である。 

（南部町） 

配慮し、事業計画を策定する。 

73 
（確認事項）（東部案件）P255 のまとまりのある天然記念物（植生）の植物の種類は何か？ 

（水生植物であれば、やはり濁水の影響を受ける可能性が懸念される）（審査会委員） 

松上神社のサカキ群落が該当する。 

 

 

【景観、人と自然との触れ合い活動の場】 

番
号 

意見の内容 事業者の見解 

74 

大型の風車が出来ると、住んでいる人たちが大きな圧迫感を受けることになるのではないか。さらに

保安林を避けることを前提とすれば、かなり狭い範囲に 36 基もの風車を立てることとなる。その場合の

近隣の人たちの感じ方が心配される。（審査会委員） 

地域の方にしっかり説明し、今後の環境影響評価で配慮していく。 

75 
地域に住む人々の景観に十分な配慮を求める。昼の景観のみでなく、夜の景観への配慮も重要。県が

最近進めている星取県の考え方との整合性も考慮する必要があるのではないか。（審査会委員） 

意見を踏まえ、検討する。 

76 
風車のみでなく、道路の取り付けや拡幅も相当程度大きな規模になると見込まれる。道路による景観

への変化についても十分考慮し、事業計画を検討すること。（審査会委員） 

意見を踏まえ、検討する。 

保全措置としては緑化等になると思われる。 

77 

保安林等、避けるべき場所も多く、建てられるところに 36 本を不規則に建てるとなると、景観に大き

な影響を与えることが懸念される。特に住民が日頃見るような景観への配慮を十分に行うこと。また、

フォトモンタージュ等を行う際は、地域住民の日常の景観も念頭に置いて調査地点を検討すること。（審

査会委員） 

意見を踏まえ、検討する。 

今後の手続きにおいて、住居地域等からの眺望について、予測・評価する。 
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78 

景観予測については、地域の主要な眺望点以外に、実施想定区域周辺の近傍地域で日常的に利用され

ている場所、民家が集積している地区や歴史的な施設等からの視覚的変化を調査し評価することも重要

と考えられるため、主要な眺望景観のほか、実施想定区域周辺の近傍地にも調査地点を置いて予測及び

評価の実施を検討すること。 

特に西部案件近傍の『とっとり花回廊』は年間を通じて多くの観光客が訪れるフラワーパークで、近

傍からの視覚的な方法による眺望予測は必須と考える。（住まいまちづくり課／参照：（東部）P257、

（西部）P252） 

ご意見を踏まえ、検討する。 

79 

事業実施に当たり、景観に関する近隣地域において事前説明会を開催する等、住民の理解を得るよう

心がけること。 

（鳥取市） 

ご意見を踏まえ、丁寧に対応するよう努める。 

80 

（東部案件）事業実施想定区域は山陰海岸ユネスコ世界ジオパークのエリアに位置しており、景観の

大幅な改変が予想される。事業が実施された場合は、事業終了後の景観の復元までの計画が示される必

要がある。 

（鳥取市） 

復元について計画を示す方針で検討する。 

81 

（東部案件）鷲峰山の山頂は主な眺望点として取り上げられている。眺望景観の改変の予測もされて

いるが、眺望点以外からの眺望も、山陰海岸ユネスコ世界ジオパーク内では非常に重要である。 

特に鹿野城跡公園及び城下町、湖山池北岸、福井展望所などは、配慮書において眺望点に含まれてい

ないが、ユネスコ世界ジオパークの再審査でエリア拡大が認められた際に、重要なジオサイトとして評

価されており、そこからの眺望の変化は、眺望景観に対して重大な影響を与えると考えられ、周辺地域

からどのように見えるかを考慮する必要がある。 

また、鷲峰山の東側の尾根は事業実施想定区域に含まれている。鳥取市内の多くの場所から眺めるこ

とができる山であり、風力発電機の設置による眺望の変化は好ましくない。また、事業実施想定区域近

傍の安蔵公園は、環境省の星空継続観察で夜空の暗さ日本一になった場所で、風力発電機の設置は大き

な影響があると思われる。 

（山陰海岸ジオパーク海と大地の自然館／参照：（東部）P262） 

ご指摘の地点への影響について、今後配慮する。 

最新の知見を踏まえて、星空観測等に影響が及ばないよう、どのように配

慮できるか検討する。 

82 

（東部案件）鳥取市は市域全体を景観計画地域の対象としており、事業箇所周辺は、山並みや稜線の

保全を図る地域として計画し、尾根の近くにおいては稜線を乱さないようできる限り低い位置で高さを

抑えて行うよう景観作りの基準を策定している。 

設計計画時には、鳥取市へ事前協議のうえ、景観法１６条に基づく届出の提出すること。 

（鳥取市） 

鳥取市景観計画に整合するよう検討する。 

また、所定の手続についても適切に対応する。 

83 
（西部案件）とっとり花回廊からの景観に配慮すること。 

（西部総合事務所生活環境局） 

ご意見を踏まえ、検討します。 
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84 
（西部案件）南部町に隣接する自治体に設置を検討される場合は、当該施設が南部町から確認出来な

いような位置への設置を求める。（南部町） 

南部町の意向を踏まえ、回避・低減に配慮していきたい。 

85 

（西部案件）事業実施想定区域は、奥日野県立自然公園に隣接し、また、風力発電設備の可視領域に

は多くの景観資源や居住区域が含まれることから、本事業の実施により、眺望景観への影響が広範囲に

わたり懸念される。このため、風力発電設備等の配置等の検討にあたっては、主要な眺望点として居住

地域を追加したうえでフォトモンタージュ法による予測を行うとともに、その結果を踏まえ、眺望景観

への影響を回避または極力低減すること。 

（日野町） 

ご意見を踏まえ、回避・低減に配慮していく。 

86 

名所や観光地として知られるスポットでないところでハイキングやトレッキングを楽しむ人も増えて

いる。必ずしもガイドマップなどに載らない隠れた地元の観光スポットなどについても、地元住民から

のヒアリング等により可能な限り把握し、地域外の人から見た地域の魅力を損なうことがないようにす

ること。（審査会委員） 

方法書以降の手続きにおいては、地元自治体等の関係機関にヒアリングを

実施し、複数地点を選定する予定である。 

 

 

【その他】 

番
号 

意見の内容 事業者の見解 

87 

事業実施想定区域内に文化財保護法第９２条第１項及び第９３条第１項に定める「周知の埋蔵文化財

包蔵地」が存在するほか、埋蔵文化財包蔵地の有無が確認できていない地域があるため、それぞれの取

扱いについて鳥取市教育委員会文化財課と協議及び調整を行ってください。 

（鳥取県教育委員会事務局文化財課／参照：（東部）P187～190、（西部）P182～185） 

教育委員会文化財課と十分な協議及び調整を実施する。 

88 

（西部案件）事業実施想定区域内及びその周辺には多数の文化財が存在しているほか、未知の埋蔵文

化財が存在する可能性があるため、事業箇所の検討段階において、あらかじめ関係機関（教育委員会）

と協議を行っていただきたい。 

（伯耆町） 

事業箇所の検討段階において、あらかじめ関係機関（教育委員会）と協議

を実施する。 

89 

（東部案件）事業実施想定区域の一部は、鳥取市都市計画区域（市街化調整区域）、気高都市計画区

域、鹿野都市計画区域、八頭中央都市計画区域内に該当するので承知すること。 

（鳥取市） 

承知した。 

90 
事業実施想定区域の一部は電波法の告示に係る伝搬防止区域内に該当するので承知すること。 

（鳥取市） 

承知した 
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91 
（西部案件）事業想定区域内にある無線局への影響が懸念されるので、関係機関と適切に協議・調整

するなど配慮すること。（西部総合事務所生活環境局） 

関係機関と適切に協議・調整し、配慮する。 

92 

地元地域にとって騒音や景観へのマイナスがあるなか、メリットが無いのは気になる。 

（事業者は利益を獲得するが、地元にはマイナス影響があるだけでは地元は納得しないだろう。） 

（審査会委員） 

地元と密接なコミュニケーションをとり、地元貢献策・メリットを検討す

る。 

93 （西部案件）南部町地域における風力発電施設の設置については反対する。（南部町） 配慮して計画を検討する。 

 

【図書への指摘】 

番
号 

意見の内容 事業者の見解 

94 

（東部案件）配慮書 P３．２－５９（１８４）のとおり、「事業実施想定区域」に鳥獣保護区が含まれているにもかかわらず、第３．

２－４２表の「事業実施想定区域」は“×（指定無し）”となっており、整合性がとれていないため図書を修正すること。 

（東部生活環境事務所） 

※審査会中において、図書への指摘につい

ては各項目について、よく確認するよう事

務局から指摘したのみ。 

なお、事業者から会議後に、指摘内容を確

認の上、方法書において適切に修正する旨

聞取り。 
95 

（東部案件）Ｐ１５１第３．２－１６表産業廃棄物処理施設数のデータが平成２４年度と 

かなり以前の数値となっているが、廃棄物処理施設数については、平成２４年度以降のデータがあるものと思われる。新しいデータに

してはどうか（東部生活環境事務所） 

96 

東部 P3.2-72（197）第 3.2-42 表、西部 P3.2-71（191）第 3.2-47 表に鳥取県公害防止条例が含まれていないので追加すること。 

東部 P3.2-31（156）、西部 P3.2-42（162）のとおり、鳥取県公害防止条例の規定に基づく深夜騒音基準は、事業実施想定区域及びその

周辺は適用範囲に含まれると思われるため、関係市町に確認されたい。 

（水・大気環境課） 

97 

東部 P3.2-72(197) 第 3.2-42 表、西部 P3.2-71（191）第 3.2-47 表 

大気汚染防止法など工事期間中にのみ法令がかかるものがあるが、関係法令等による規制状況は工事の実施期間中にかかる法令は考慮

していないようである。方法書以降で改めて精査し、再度チェックすること。 

（水・大気環境課） 

98 

誤記載等が散見されるので、よく確認すること（以下を参照）（水・大気環境課） 

○東部 P3.1-13（29）第 3.1-11 表中の用途地域は設定されているのではないか。（鳥取市地図サービス参照）。 

○東部 P3.1-22（48）第 3.1-24 表 漢字の間違い（宮永→宮長）  

○東部 P3.2-29（154） 

（１）②a 「騒音規制法」ではなく、騒音に係る「環境基準」ではないか。 

（２）a 事業実施想定区域周辺には、類型が当てはめられた地域が存在する。とあるが、3.2-72（197）第 3.2-42 表では該当箇所

が「×（指定無し）になっており、矛盾していないか。  

○東部 P3.2-72（197）第 3.2-42 表 
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（１）表中、公害防止－環境基本法－公害防止計画の項が鳥取市及び想定区域内で「○（指定あり）」となっているが、この「公害

防止計画」とは何を指すのか。環境基本法第 17 条に掲げるものであれば、県は承知していない。 

（２）そもそも表中の「事業実施想定区域及びその周囲」の範囲が不明確である。そのため騒音・振動の規制地域をどこまでを「事

業実施想定区域及びその周囲」内にあるとしているのかわからない。これをはっきりしないと、4.3-5 で類型当てはめ地域の

検証を行っているが、第 3.2-42 表段階で「×（指定無し）」ならば、意味がないのではないか。 

○東部 P3.2-44（169）②騒音、 

②騒音 5行目 「鳥取県では～」とあるが、騒音の規制地域は、鳥取市が指定している。 

東部 P3.2-46（171）③振動も同様である。 

○東部 P3.2-50(175)、 (176) 

⑤悪臭 2 行目について、「（政令市長）」とあるが、特例市以上の市長であり、鳥取市が地域指定等をしている。 

また、下から３行目にある「特定悪臭物質」は「特定悪臭物質濃度」である。 

○東部 P3.2-51 (176)第 3.2-34 表（１）の二硫化メチルの数値は、0.09 ではなく 0.009 である。 

また、第 3.2-34 表（２）は鳥取市の臭気指数を指していると思われる。事業実施想定区域周辺は吉岡温泉町の周辺区域と思うが、

鳥取市はこの地域に指数を導入していないのではないか。法令や市の HP 等をしっかり確認すること。 
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平成２９年度環境影響評価審査会（第５回）の質疑等概要 

平成 29 年 10 月 31 日／環境立県推進課  

 
 
【資料１－１に対する質疑】 

番

号 
質問・意見概要 審査会における事業者の回答 

1 東部の風況調査は行われるのか。 

また、計画熟度が低いなかで理解を得ていくというの

は、相当困難な印象。本当に地元の理解が得られるのか。 

風況調査については検討を進めているところ。 

2 

南部町が里地里山に選定されていることは、事前に調

べれば分かったことではないのか。地域の調べや理解が

不足していたのではないのか。 

南部町の意向は想定・認識していたが、一般的な行動パ

ターンとして、想定区域の設定において余裕を持って広め

に取ったために、南部町がエリアに含まれることになった

もの。 

また、想定区域は風車設置のみでなく、取付道路等の改

変の可能性があるエリアとして選定したもの。 

3 図書の指摘が多い点も、計画書の熟度が低いのでない

かという印象をもった。 
－ 

4 来年からドクターヘリが飛ぶ。今回の計画地域ではド

クターヘリが活躍する場面も多いのではないかと思う。

ヘリのランデブーポイントとして想定されている地点を

事前に確認し、影響がないようにすることが必要ではな

いか。 

これから協議を実施し影響がないように検討する。 

5 
資料 1－1番号 72（南部町の反対等）について、配慮す

るとの見解を示されたが、どのように配慮するのか。 

南部町内を風車設置の位置から外して検討するといっ

たこと。 

また、景観面では遮蔽物の有無も踏まえて複数案で調

査・予測・評価をしていく。 

6 
南部町は風車だけでなく道路の設置も含めて「里山を

改変されたくない」という思いで反対されているのでは

ないのか。 

道路の設置等について言及したのは、風車の設置に比較

すれば影響が小さいだろう行為と考えてのこと。だからと

いって改変が正当化されると考えているわけではなく、慎

重な配慮が必要とは認識している 

7 （回答を受けて）「御理解いただきたい」ではなく「守

るべきを守る。」「事業地から外す」という姿勢も重要で

はないか。 

－ 

8 

資料 1－1番号 30～（騒音等）について、メーカーから

は騒音の値が出ているはず。500m との整合性を確認する

ためにはパワーレベルの数値は必要と思う。早めに明ら

かにされたい。またそれを含めた 500m の根拠を示された

い。 

実証機レベルであれば 5000kW クラスの実績もあるの

で、お示しできるものはあると思う。 

また、4500ｋW クラスの機種は国内では実績がないが海

外では実績がある。機種が異なると一概にいえない部分が

あるが、情報収集に努めたい。 

 

【会議後の追加回答】 

番号８の質問について、500m は現時点で風車のパワー

レベル等に基づき設定したものではなく、また、一律に

500m の離隔で十分と考えているものではない。 

今後、配慮書に記載したとおり、シミュレーションによ

る定量的に影響を把握し、適切な離隔を確保するよう検討

する。 

なお、参考として海外で稼働実績のある 4MW 級のメーカ

ー資料（非公開資料）によれば、ブレード形状にもよるが、

9 

また、音の評価で、平地では通常±3dB 程度の安全率を

取ると思うが、今回はどの程度を考えているのか。 

次回にでも教えてほしい。 

資料１－２ 
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定格出力時で 103.9～107dB となっている。 

 

番号９の質問について、予測・評価の段階で一律の安全

率を考慮することは検討していない。シミュレーションは

標高データを用いた三次元の計算で行うが、予測条件とし

て「地表面で完全反射」を想定し、また気象条件の設定で

も「空気の吸収が最小限となる気象条件」を検討するなど、

安全側の予測を行う予定である。 

10 熟度が低いからという回答が非常に多い。 

南部町を避けると１／３は事業地から外れると思う

が、それでも 36 基設置できるのか。 

あまりにおおざっぱすぎるのではないか。 

配慮書手続で出た意見を踏まえ、方法書ではより確度の

高いものを提供できるよう努める。 

11 事業を実施するに当たり、コストとの兼ね合いである

程度の想定があるはずではないか。 

「熟度が低い」を理由にされているが、今後大幅な変

更が見込まれるとしても、イメージを示した上で検討さ

れるべきではないか。 

現時点で考えている部分はある。 

例えば A案、B案、C案を重ねて例えば風車 70 本といっ

た案を示すことも出来るが、それで評価することは現実と

離れていると思うので、今後の早い段階でお示しできるよ

う進めたい。 

12 
A 案、B 案、C 案といった提示の方法でも良いのではな

いか。 
方法書ではもう少し具体性のある位置を示したい。 

13 前回の審査会で問題が多ければ（影響が大きければ）

中止もあるという話があった（資料 1－3番号 25）が、設

置後に、結果的に問題が生じたとすればどうするのかと

いった検討はあるのか。 

そうならないように繰り返し確認しながら進めていく。

計画期間を満了する前に撤去という想定は現時点でない。 

なお、影響の種類にもよるが、例えば騒音等で苦情が生

じた場合は、出力制限等の対応などを検討する 

14 南部町及び保安林を回避すると、事業実施面積は限ら

れた狭い面積になると見込む。この場合、高密度に設置

するか、基数を減らすかどのような方針か。 

風況調査等により密度を高められるかどうかの判断を

行う。これにより悪影響が生じるようであれば、基数の削

減を検討する。 

15 最低で何本の設置が事業が成り立つのに必要と考えて

いるか。 

（前回の審査会でも聞いた（資料 1－3番号 47）が、回答

が得られなかったので再質問） 

系統連携地点までの距離、設置地点の地形など様々な要

因があり、一概に言えないが、一般的な観点としては最低

でも 10 基程度必要と考えている。 

16 資料 2番号 92（地元へのメリット等）に関連して。 

区長等との話の中で前回の資料 1－3 番号 48 にあるよ

うな、発生した岡山や広島に流れるかもしれないという

ような話はしているのか。しておかなければ、後でトラ

ブルにならないか。 

先方から聞かれたことはなく、またこちらから話をした

こともない。 

その点は事業者の探知できる範疇ではないと認識。 

17 

地域貢献の「地域」とはどの範囲を指すのか。設置し

た場所への貢献ではないのか。 

例えば、過去太陽光の事業ではスポーツイベントへの協

賛や小学校へのソーラーシステムの寄贈、奨学金等を行っ

たことがある。 

対象のエリアについては、基本は設置した場所。 

そこへの貢献としては地区所有地の土地を優先して選

定することや、町で定住のためのインターンの制度や企画

なども。ただし、これらはあくまで事例である。 

地域貢献策を提案する際は、何が地域にマッチするのか

地域に入ってヒアリングを踏まえ一方的にならないよう

にすることが大切だと考えている。 

18 【全体を通しての会長のコメント】 

様々な意見が出ている。配慮書だから良いという問題

ではなく、少々配慮が足りない部分があると思う。 

方法書に入る前でも、積極的に動いて対応してほしい。 

－ 
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【資料１－３（第４回審査会の質疑概要）に対する質疑】 

番

号 
質問・意見概要 審査会における事業者の回答 

19 資料１－３番号 14,15（地形地質と雨水）に関して、最

近は大雨が多い。谷筋への雨水流入等に配慮が必要では

ないか。 

配慮する。 

20 資料１－３番号 26 に関して、「保安林は可能な限り回

避する方針」とされているが、自分たちが必要と認めれ

ば改変するともとれる。もう少し詳しく方針を確認した

い。 
安全が脅かされることがないよう、配慮されたい。 

現在確認中だが保安林の種別（水源涵養等）に応じて、

森林の管理者と密に調整する。 

「安全が脅かされることがないように」ということにつ

いて承知した。 

21 資料１－３番号１～４について、事業者から特に見解

が示されていないが、配慮していただけるということで

よいか。 

配慮することと考えている。 

22 資料１－３番号 16の風車の立地で地震が生じた事例に

ついて宿題となっていたと思うが、その後調査は進んで

いるか。 
配慮書について審査しているところであり、早めの対

応をお願いしたい。 

現時点で新たな情報を得ているものはない。 

早めの対応について承知した。 

 

【会議後の追加回答】 

現時点で、事例を確認できていないため、引き続き情報収

集に努める。 

なお、地震の影響に関連して、経済産業省に対する工事計

画届において、基礎・タワーの地震に対する強度に関する

審査を受けることとなっている。通常は計画届の審査機関

から断層の考慮まで求められることはないが、必要と判断

された場合は考慮することとなる。 

 
 
【第５回審査会以降の追加質問】 

番

号 
質問・意見概要 審査会における事業者の回答 

23 大規模な森林の開発行為の許可取得が必要となること

が容易に予見されるが、事業計画が具体化した段階で、

許可要件である森林法第 10 条の 2 第 2 項各号（開発行為

により、土砂流出・崩壊等の発生／水害等の災害の発生

／水の確保に著しい支障を及ぼす／環境を著しく悪化さ

せる 等のおそれがある）のいずれにも該当しないことの

明確な説明を求める。（森林づくり推進課） 

現地調査実施後～準備書作成時の風車の設置場所選

定・特定時において出来る限り明確な説明が出来るように

努めます。 
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平成２９年度環境影響評価審査会（第４回）の質疑等概要 

平成 29 年 10 月 31 日／環境立県推進課  
【総括的事項】 

番

号 
質問・意見概要 審査会における事業者の回答 

1 環境影響を考える際は、法律の基準内だから良いだろう

という発想ではなく、環境の変化に敏感な子供たちや年寄

り、障害者など、配慮すべき者を基準に事業を考えてほし

い。 

－ 

2 地域の方の意見は十分に反映させること。 － 

3 環境影響は広い範囲に生じる可能性がある。調査の際に

は、十分に広い地域で、しっかり長い時間をかけて調査を

し、環境影響を検討してほしい。 

－ 

4  自然エネルギーは必要だが、自然を壊してまで建設する

と元もこもないので、計画を慎重に検討してほしい 
－ 

 

【大気質、騒音・低周波音】 

番

号 
質問・意見概要 審査会における事業者の回答 

5 騒音の観点で、想定している４５００ｋW 級の風車は

具体的にどこかで稼働している例があるのか。 
既存の稼働しているものを想定しているのではなく、海

外の実績や国内の最近の動向を参考にすると、着工する頃

にはそういった出力の機種が出来ているのではと予測す

るもの。 

6 現時点で４５００ｋW 級の風車がないと言うことであ

れば、想定機種の騒音レベル等は机上のものという理解で

良いか。 

そのように御理解いただきたい。 

7 （民家等から）５００ｍの距離を取っていることを強調

されているが、苦情の発生とは別に、どの程度の音のレベ

ルとなるかは地形等に影響されるため、しっかり調査を行

う必要がある。その際は、風車騒音に十分な知見を持った

者が調査に当たるべきと思うがどのように考えるか。 

ご指摘の通りと考えており、経験のある事業者と協力し

ていくつもりである。 

 

8 現地調査として残留騒音などを測定されると思うが、具

体の調査の地点や手法はあらかじめ示されたい。 
想定区域は静かなところだと思う。いくつかの調査事例

を見ると、そのような地域では、風車から５００ｍの距離

では十分に減衰されていないと思われる例も聞く。特にた

くさんの風車が建つことになるので、慎重に予測をするよ

うに。 

５００ｍの距離の確保のみでは十分でない場面もある

と思う。現地調査を実施し、地形も考慮しながら面的に把

握し、環境省の新しい指針なども参考にしながら予測・評

価を進めたい。 

9 音の観点で、東部と西部とは同様な環境条件と考えて良

いか。地形などで特別に考慮すべき点はあるか。 

特別には無い。住居が谷筋にあるため川の音がするとこ

ろもあるが、少し離れると静かになる。 

 

【水質・地下水】 

番

号 
質問・意見概要 審査会における事業者の回答 

10 風車は尾根に建つと見込まれるが、急な斜面にアクセ

ス道路をつけると工事中等の濁水が懸念される。今後の

検討内容かも知れないが、現時点で対策等の考えはある

か。 

現時点で具体的なものをお示しできないが、沈砂池の設

置など必要な対策を行っていきたい。 

11 断層が近くにあると、基礎を深く打つ必要が生じ、地

下水に影響する可能性があると思うが、調査の予定はあ

地下水等への影響について、取水点を把握しながら、し

っかり検討していく必要があると考えている。ただ、深井

資料１－３（参考） 
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るか。 
また、工事により濁水が発生すれば、湖山池に流入す

る可能性が生じるのではないかと思うので、漁業者等と

の密接な調整も必要ではないかと思うがどう考えるか。 

戸取水にまで影響するほど杭基礎を打つことはないので

はと考えている。 

また、関係者・関係機関との調整はしっかり行うことが

必要と考えている。 

 

【地形・地質】 

番

号 
質問・意見概要 審査会における事業者の回答 

12 風車の足下はコンクリート舗装などがされるものと思

うが、どの程度の面積のコンクリートとなるか。 
取付ヤードの範囲について、３０００ｋＷ級で５０ｍ強

四方程度なので、それより大きい程度を想定。（ブレード

の長さより長くする） 

13 メンテナンス等のことを考えると、風車はある程度連

続して建てることになる見込みか。 
そうなると考えている。 

14 （番号 12、13 の事業者回答を受け）５０ｍ四方以上の

コンクリート舗装がずらっと並んだ場合、雨水は流下す

ることになると思うが、この場合の土砂崩壊や地滑りの

リスクなどはアセスの中で考慮されるのか。 

環境影響評価の中では災害までは取り扱わないが、設計

における安全性の観点で検討していくことになると思う。 

15 これまでの大規模な風力発電事業の事例で、雨水対策

の取扱い事例はあるか。 
必要に応じて対策が行われているものと思う。 

16 東部案件について、断層が近い（配慮書 P66）。 
また、西部案件の想定区域は西部地震の際に大きな余

震の震央があった近くだと思う。 
風車の近くで地震が発生した事例などはあるか。風車

が地震に耐えた事例などが分かれば、教えてほしい。（当

然、計算やシミュレーションは行うものと思うが） 

承知しました。 

今、知見を持っていないので回答しかねるが、電気事業

法の中で、風車の耐震に関する基準が定められているの

で、これに準じて設計することとなる。 

17 西部は花崗岩が多い地質となっており、東部はまた違

う地質だったと思う。風車を立てる際、地質によって杭

の打ち方等が変わるものか。 

風車を設置する場所ごとに地質調査を行うこととして

おり、それぞれの風車に適切な杭の形状を設定することと

なる。 

18 （番号 16 の事業者回答を受け）岩盤や地質と地下水と

は関係性が深い。地質や水質等との関係も確認して欲し

い。 

－ 

 

【動物・植物・生態系】 

番

号 
質問・意見概要 審査会における事業者の回答 

19 尾根に風車を設置した場合に、イノシシなどの害獣が

町に降りてくるなどといったことはないか。 
こういった事象があるようだと、集落にも影響がある

のではないか。 

風車により（動物の）行動パターンがまるっきり変わっ

たという知見は承知していない。野生動物は敏感であると

いう話も聞くが、放牧場などでは風車の影で涼む動物がい

て乳の出方に影響はなかったという話も聞くなど、一概に

は言えない部分があると考える。 

いずれにしても、まずは地元地域の方から獣害について

の情報を収集し踏まえることが必要と考える。 

20 専門家へのヒアリング結果を踏まえると、鳥類、植物

等への影響が懸念される。また、渡り鳥の渡りの経路に

もなっているが、回避の方策をどのように考えているか。 

実際の調査を行っていない段階であるが、調査結果を踏

まえ、位置を調整したり、鳥よけに目玉模様をたてるなど

を必要に応じ検討する。 

21 西部の中海・宍道湖はラムサール登録湿地で大型水鳥

やがん、カモの飛来がある。飛来ルートなども踏まえ地

域と連携が必要と思う。 

御意見を踏まえ、地域との連携を考えていきたい。 

22 （東部）土地利用の関係で、事業実施想定区域（青斜

線を除いたエリア）の中に農地や水源、ため池などはど

の程度あるか。 
事業に伴い農地をつぶすことはあるのか。 

森林が大部分だが、一部道路沿いに農地などがある。 

（事業に伴い農地をつぶすかについては）現時点で具体

の計画がないため、回答できない。 
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23 計画されている場所は、登山道もないようなところ。

アクセス道路が広い面積をとることになると思う。伴っ

て、広い範囲の森林が伐採されることになると思われる

ため、十分に環境に配慮して計画を進めるように。 

－ 

24 対象エリアには、本当の自然林は少ないようだが人工林

でも生物多様性の観点からは必要な物。安易に改変は避

けること。 

－ 

25 （東部・西部ともに）周辺には赤松林があるようだ。

地元の人は松茸などを取っているかもしれないなども想

像するが、そのような情報はなかなか出てこない。そう

いったことへの影響も気になるところ。 
またそういったこと以外でも想定外の環境影響（希少

な動植物が発見されたなど）が判明した場合には事業を

中止することは選択肢になりえるのか。 

想定外があれば、地元に迷惑をかけないよう必要な対策

を取ること、また中止も視野に入れて検討することは必要

と考えている。 

26 （東部案件）（P15,17）事業実施想定区域の南西側にあ

る保安林の当たりが風況が良いように見えるが、今後風

車の配置をどのように検討するのか。 

保安林は可能な限り回避する方針としている。南西以外

にも風況の良いエリアはあるものと考えている。 

27 森林法においては、保安林の開発制限があるほか、１

ha 以上の伐採・開発は林地開発の手続が必要。また 5ha

以上の開発等の場合は審議会での審議が必要となる。 

（森林づくり推進課） 

－ 

28 両地域とも、真砂土の採取許可を受けている者があり

重複しないよう、協議が必要。 

（森林づくり推進課） 

－ 

 

【景観・人と自然とのふれあい】 

番

号 
質問・意見概要 審査会における事業者の回答 

29 配慮書にある「塗装色は環境融和塗色で検討する」と

あるが、どういった色か。迷彩色か。 

環境に馴染む色としては、やはり灰白色が基本になろう

かと思う。 

30 東部はジオパークエリアであるため、地形、地質、景

観について十分に配慮をお願いしたい。 

（山陰海岸ジオパーク 海と大地の自然館） 

－ 

 

【その他の御意見】 

番

号 
質問・意見概要 審査会における事業者の回答 

31 西部案件では、周辺に埋蔵文化財等がある様子（P185）。

計画地での工事作業中に埋蔵文化財が出る可能性もある

と思うので、関係機関と連携・調整により埋蔵文化財の

保護を図ってほしい。 

－ 

32 今回の発電所の事業計画が最初に社内で起案されたの

はいつ頃か。 
昨年の冬頃から計画している。 

33 他の企業を含め近年の風力発電事業の動向はどうか。 これまで東北、北海道など風況の良いところでの開発が

盛んだったが、電力需要の状況変化もあってか下火になっ

たと感じている。 

最近では九州、近畿などもある程度風況が良いとされて

開発が盛んになりつつある印象。 

34 事業者で既に設置された風力発電施設はあるか。 親会社（Equis Energy）ではインドで１００ＭＷ超の

開発実績がある。 

日本法人（Equis Energy Japan）ではまだ着工実績が

ないが、青森県で準備書まで手続が進んでいるものがあ
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る。また、法アセスの対象でない規模のもので着工を目指

しているものもある。 

35 風況はこれから調査ということだが、どの辺りで何地

点測定する計画か。 
東部は毛無山（想定区域西より中央辺り）1箇所を検討

している。 

西部は二部交差点の東側（想定区域中心からやや東よ

り）あたりを検討してる。 

36 風況調査は１箇所で十分か。 一般に風況調査の有効範囲はたしか２ｋｍ四方程度だ

ったかと思う。 

計画熟度に応じて増やすことも検討する。 

37 （東部）保安林などの位置関係を見ると、想定区域の

南東側に多く風車が建つことになるのではと想像する

が、密度（風車同士の離隔）はどの程度以上離すべきか

などの目安などはあるか。 

卓越した風向がある場合などは少し異なる場合もある

が、一般にはブレード直径の２倍程度とされている。 

38 （東部）今回の事業はどの風向を想定して発電しよう

としているのか。 
手元にデータがないため、明確に回答できないが、海側

からだったかと思う。 

39 （東部）Ｐ３０の鳥取気象台の風向データでは南東側

の風が主風向となっている（海側からの風ではない）。風

向・風速が事業者の社内でどのように事業計画地の選定

に関係したのかが見えないので教えてほしい。 

海側からの風向と言ったのは記憶違いであったと思わ

れる。 

事業想定区域の設定においては、風況マップや気象台の

データのみでなく、海外のツール利用や基準風速も踏まえ

た。 

40 メインの発電時間帯などに想定はあるか。 現時点ではない。 

41 （東部）近くにとっとり放牧場があるが、この風車の

データは参考にしているか。 
現時点では参考にしていない。 

42 
着工は東部・西部の事業とも同時期か。同時期に着工

するメリットがあるのか。 

同時着工のメリットはない。 

現時点で同じアセス手続段階にあるため同時期の着工

を想定したもの。 

43 県内に現在４１基ある風力発電の風車が、両事業合わ

せて７２基も増えることに非常に違和感がある。なぜ、

それほどの基数を計画するのか。 

時期や基数に特段の考えがあるものではないが、再生可

能エネルギーによる発電が当社の目的であり、その目的に

真摯に取り組むもの。 

44 

設置による経済効果・影響はどういったものか。 

（鳥取県はどうなってしまったのかと言われそう。） 

７２基設置できたとして、投資額で数百億円規模となる

と思う。そういった数百億の事業に伴い、建築関係や宿泊

などが経済効果として想定できるのではないか。 

また化石燃料の代替エネルギーとして、あるいはエネル

ギーセキュリティの観点で国全体にも資するのではない

かと考える。 

45 風車の空路・飛行機への影響はどうか。なにか抵触し

ないか。 

空港周辺には制限があるが、十分に距離をとっており、

抵触しないことは確認済み。 

46 自衛隊の空路もあると思うが大丈夫か。確認してほし

い。 
そちらも加味されており問題ないと認識している。 

47 今回の事業は鳥類だけでなく環境に様々な影響があり

そうだが、最低、何本立てると採算に合うものなのか。 

風車の位置や機種等も検討段階であるため、一概に言え

ない。 

48 発電した電力はどこで使われるのか。島根原発で得た電

力は広島に送られると聞く。広島や岡山のために電気を

作っている気がしているが、そのために自然を失ってし

まうことがないようにしてほしい。 

電気は、一般送電線事業者にわたるが、その先の消費地

については感知できない。原発のような大規模な発電は専

用の送電網で遠方に送られるが、風力のような小規模藻の

ものは近くで消費されると聞いている。 

49 20～30 年先まで考えて事業を実施して欲しい。例えば

事業が終わって、不要になった際にも、最後まで責任を

持って施設の撤去まで行ってほしい。なお、会社の説明

の中で、外国資本が入っているようだが、投資がなくな

ったとしてもこの事業は継続するのか。 

資本・投資としてなくなるという状況は想定しがたい。 

「最後まで責任を持って」については、もちろんそのつも

りである。 

 

※「１級河川の分類が誤りではないか」とする意見がありましたが、会議後に発言委員から訂正・撤回がありました。 
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知事意見構成案に対し寄せられた御意見 

平成 29 年 10 月 31 日／環境立県推進課  

番

号 
質問・意見概要 事務局見解 

1 番号３、15 によれば、「実績のない機種は採用してはダ

メ」とも読み取れるが、実績のない機種でも十分信頼で

きるデータ・根拠のある機種であれば、採用を検討する

に値するのではないか。 

御意見を踏まえまして、番号３理由等の「現時点で実績

のない機種を採用しないなど」を「十分な実績のある、あ

るいは十分信頼できるデータのある環境負荷を低減でき

る機種を採用するなど」に改めた。 

また、併せて番号 15「実績のある低騒音型の機種の選

定などにより」を「実績のある、あるいは信頼できるデー

タが公表されている低騒音型の機種の選定などにより」に

改めた。 

2 番号３で「現時点で実績のない機種を採用しない」と

あるが、今後最新機種が出てきて、より環境負荷が少な

いものであれば、それでも良いのではないか。 

事業規模が大きいため、実績の無いものは怖いという

点で現状の記載でもよいかとも思うが、「現時点で最も環

境負荷を低減できる機種の採用など」としても良いので

は無いかと思う。 

3 番号７で「地域住民、土地所有者、事業者等の関係者」

とあるが、この中には県も含まれているか。入っている

のであれば問題無いが、進捗等は逐次県も把握していた

方が良いのではないかと考える。 

県も地域の環境を所管する立場として、関係者に含む意

図で記載している。なお、本項目では特に「地元関係者」

への理解醸成を意図したいことから、「県」を個別に記載

することは避けることとした。 

4 また、番号７「積極的な情報提供をすること」を「積

極的に速やかな情報提供をすること」としてはどうか。 

取付道路などの計画が具体的になってから、「それはち

ょっと･･･」ということになるのではと危惧している。複

数の案がある段階で、地元住民の意見を聴くことが大切

だと思う。 

「複数の案がある段階で、地元住民の意見を聴くことが

大切」との御意見の趣旨を踏まえ、番号７を「事業計画の

熟度が低い現段階から、環境要素に応じ、十分な範囲の周

辺の地域住民、土地所有者、事業者等の関係者に対して、

積極的かつ速やかに情報提供すること。」に記載を改めた。 

5 番号 12「事業規模、基数の大幅な縮小を含めた見直し

を」を「事業規模、基数の大幅な縮小、事業の廃止を含

めた見直しを」としてはどうか。 

この配慮書段階においては、事業そのものの疑問点が

多いため、状況によっては事業の廃止が必要であること

を伝えたい。 

番号 12 の記載を「今後の事業計画の検討の過程で、重

大な環境影響が確認された場合は、事業規模、基数の大幅

な縮小や事業の廃止を含めた計画の見直しを検討するこ

と。」に修正した。 

6 全体的に「回避・低減」という言葉が多いが、絶対に

「回避」してほしいところ（基本的に人間を含む生態系

に関係しそうな部分）は「低減」を削除しても良いので

はないか。（景観や風車の影は回避できないと思われる

が。） 

ご指摘を踏まえ、特に人の健康等に影響する可能性があ

る項目（番号 15、16、（騒音）、18（水質））について「低

減」を削除した。 

7 西部案件の地盤について、大山は地盤が緩く多数の砂

防堰堤が造られる予定と聞くが、事業実施想定区域の地

盤はどうか。大山と同様に緩い地盤であるなら、そのよ

うな場所に風車を建てること自体が非常に危険では無い

かと思う。 

現時点で事業実施想定区域内の地盤の詳細は明らかで

ないと思われるため、番号 19 において地盤の安定性の変

化を含めた、環境影響評価の実施を求めることとしてい

る。 

8 鳥取県が星取県を名乗っていること、安蔵の星空がき

れいだということで、星空への影響も考慮するべきとい

った意見がでていたと思うが、これは 25 番の「夜間にお

ける景観についても予測・評価の実施を求める」に含ま

れていると考えれば良いか。 

25 番「夜間の景観」に星空への影響も考慮するべきと

いった意図を含めて記載している。 

なお、安蔵公園の星空の情報は、番号 34 において、東

部案件の地域特性として追記した。 

9 ドクターヘリに関する意見を聞き、重要なことだと感

じたが、これは環境に直接関係ないことなので知事意見

には入らないのか。 

ご指摘のとおり、重要な意見と考え、番号 29 にその他

の意見として追記した。 

 

資料２－１ 
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鳥環審査第２９０●号  

平成２９年１０月３１日 

 

鳥取県知事 平井 伸治 様 

 

鳥取県環境影響評価審査会長 佐野 淳之 

 

 

（仮称）鳥取風力発電事業及び（仮称）鳥取西部風力発電事業の計画段階環境配慮書に係る 

審議結果について（報告） 

 

 

平成２９年９月７日付けで提出のあった（仮称）鳥取風力発電事業及び（仮称）鳥取西部風力発電事業の

計画段階環境配慮書について審議した結果、下記のとおり知事意見として述べるべき事項についての所見を

得ましたので報告します。 
 

記 
 
１．『（仮称）鳥取風力発電事業』及び『（仮称）鳥取西部風力発電事業』に共通の事項 

【総括的事項】 

番

号 

意見 意見の理由等 

1 

大規模な事業計画であることから、風車の取付ヤードや

取付道路等の付帯設備の設置や工事の実施等により、重

大な環境影響を及ぼすおそれがある。ついては、あらた

めてこれらによる重大な環境影響の有無ついて計画段階

配慮事項として検討すること。 

現在の事業規模は、県内で他に類を見ない規模となってい

る本事業においては、取付ヤードや取付道路等の付帯設備

の設置や工事の実施も大規模になると見込まれるが、これ

らに対する検討が行われておらず、計画段階における環境

配慮が十分に行われているとはいいがたい。 

2 
今後の手続において、事業実施に伴うあらゆる環境影響

を想定し、漏れのない、極めて慎重な環境影響評価を実

施すること。 

事業規模を勘案すれば、極めて慎重に予測評価を実施し、

適切に環境保全措置を講じなければ、事業の実施により重

大な環境影響を及ぼす可能性が懸念される。 

3 

環境影響評価の実施に当たり、予測評価の不確実性を増

大させる要因を最大限排除すること。 

十分な実績のある機種、あるいは実績のない最新機種等で

あっても十分信頼出来るデータのある機種を採用するな

ど、予測の不確実性を可能な限り排除しなければ、想定外

の重大な環境影響を生じるおそれがある。 

4 

事業計画の検討にあたり、配慮段階において収集した情

報や得られた環境保全の見地からの意見、及び番号１に

より追加検討した事項等を適切に事業計画に反映させる

こと。 

配慮書手続の趣旨の再確認。 

また不足する計画段階配慮事項について、適切に検討さ

れ、適切に事業計画に反映される必要がある。 

5 
事業計画の検討にあたり、各環境要素への影響を可能な

限り回避・低減するような事業計画となるよう最大限努

力すること。 

各環境要素に対し、十分な配慮と最大限の努力が必要。 

 

6 
事業の位置・規模の検討経過等を、方法書へ適切に記載

すること。 
方法書以降の手続において、配慮書に対する意見等への対

応状況を確認するため。 

7 
事業計画の熟度が低い現段階から、環境要素に応じ、十

分な範囲の周辺の地域住民、土地所有者、事業者等の関

係者に対して、積極的かつ速やかに情報提供すること。 

住民等とのコミュニケーションの重要性に言及。 

本事業地周辺には住居及び、学校、福祉施設、又は農地等

が多数存在するため、関係者に対する十分な配慮が必要。 

なお、情報提供は事業の熟度が低い現段階から適時実施し

住民等の事業に対する理解醸成に努めることが必要。 
8 

説明会の開催その他の方法により、地域住民等から意見

を聴取する機会を適切に設定すること。 

9 
地域住民等からの意見や要望に対して、十分な説明や誠

意ある対応をすること。 

（未定稿） 
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10 

事業実施に係る各環境要素の調査・予測の手法及び評価

の指標等について、特に配慮すべき施設や人の存在など

も踏まえて十分に検討し、適切に設定するとともに、そ

の設定根拠等について方法書に詳細に記載すること。 

また、予測の手法や評価の指標は最大限安全側に立って

設定すること。 

適切な調査・予測の手法及び評価の指標の設定の際、学校、

保育所、児童養護施設、福祉施設等の特に配慮すべき施設

やそこで居住あるいは活動する人々の存在なども踏まえ

て適切に設定することについて言及。 

また、事業規模が大きく、番号 3に示すような予測の不確

実性による想定外の影響に備えるため、環境影響評価は最

大限安全側に立って実施される必要がある。 

11 

極めて多数の風車が事業実施想定区域内に建設される計

画であり、区域内はもちろん、周辺地域にも複数の風車

による複合的な影響が強く懸念される。各環境要素につ

いて、全ての風車が最大で稼働した場合における複合的

な影響について、適切に調査・予測・評価を実施するこ

と。 

36 基もの風車が同時に稼働した場合に極めて重大な複合

的影響を受けるおそれがある。その状況を想定して適切に

調査・予測・評価が実施されなければ、重大な環境影響を

回避・低減できない。 

12 
今後の事業計画の検討の過程で、重大な環境影響が確認

された場合は、事業規模、基数の大幅な縮小や事業の廃

止を含めた計画の見直しを検討すること。 

現時点で明らかでない環境影響が確認された場合の対応

の選択肢として、事業規模の縮小や、場合によっては事業

の廃止も検討の対象とすることが必要。 

 

【大気質、騒音及び超低周波音、振動】 

番

号 

意見 意見の理由等 

13 

配慮書において、騒音にかかる「重大な環境影響を回避

または低減できる可能性が高い」と評価できる根拠が不

十分と見込まれるので補強すること。また、補強できな

い場合は、重大な影響を生じる可能性があるものとして

事業規模等の見直し等、計画を再検討すること。 

36 基もの風車が設置されること、設置される風車が国内

において実績のない極めて大型のものであること、複数の

風車による複合的な影響等を踏まえると、シミュレーショ

ンの予測結果にも相当程度の不確実性が含まれることが

考えられる。そのような中で、配置や機種を検討すること

のみで騒音の重大な影響を回避・低減できるとするのは、

根拠が十分でないと言わざるを得ない。 

14 

工事車両の走行や建設機械の稼働による排ガス、騒音、

振動について、可能な限り影響を回避・低減するような

工事計画を設定すること。 

本事業では工事規模も相当程度大きくなることが見込ま

れる。工事車両は民家の近くを走行することが考えられ

る。また、取付道路の設置作業などでは民家付近で建設機

械が稼働することが想定され、適切な配慮がなされなけれ

ば重大な影響を及ぼす可能性がある。 

15 

事業計画の検討に当たり、住居等との距離の十分な確保

や、実績のある、あるいは信頼出来るデータが公表され

ている低騒音型の機種の選定などにより、可能な限り影

響を回避することを求める。 

事業実施想定区域周辺には住居が多数存在するため、風車

の稼働による騒音・超低周波音による影響が懸念される。 
また、現計画は極めて大型の風車を想定しおり、実績のあ

る、あるいは信頼出来るデータが公表されている機種の選

定等により予測に不確実性を可能な限り低減する必要が

ある。 

16 

騒音の予測に当たっては、地形を考慮し、また複数の風

車による複合的な影響を含めた最大影響について極めて

慎重に調査・予測を実施すること、及びその結果に基づ

き、住居等への影響を確実に回避すること。 

36 基もの風車による複合的な音の影響が住居等に及ぶこ

とは確実に回避される必要がある。 

 

【水環境】 

番

号 

意見 意見の理由等 

17 

工事の実施に伴う濁水の発生等による周辺の水環境への

重大な影響が懸念されることから、配慮書段階において

改めて調査・予測・評価を実施し、その結果、重大な環

境影響を及ぼすことが予想された場合は、現計画を見直

すこと。 

工事の実施に伴う周辺の水環境への重大な影響が懸念さ

れるにも関わらず、現時点で調査・予測・評価の実施がな

されていない。 
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18 
周辺の水源として利用されている河川及び地下水等につ

いて、適切に調査・予測・評価を実施したうえで、可能

な限り影響を回避するような事業計画とすること。 

水道等の水源への利用に影響が生じないよう、また、水生

生物の生息地が適切に保全されるような配慮が必要。 

 

 

【地形・地質、風車の影】 

番

号 

意見 意見の理由等 

19 

風車の取付ヤードや取付道路の設置に伴う地盤の安定性

の変化について調査・予測・評価の対象とすること、及

びその結果を踏まえた適切な環境保全措置を実施するこ

と。 

大規模な土地の形状の変更により、土砂崩壊や地すべりの

リスクが増大することが懸念される。 

 

20 

風力発電機が住居等よりも標高が高い位置に建設された

場合、風車の影の影響範囲がより遠距離まで及ぶおそれ

があるため、今後の事業計画の検討においては、この点

も踏まえて、周辺の住居等との十分な距離の確保などに

より、可能な限り影響を回避・低減すること。 

風車は尾根等高い位置に建設される可能性があり、その場

合、風車の影は、平地に設置された場合に比べてより影響

範囲が広いことが懸念される。 

 

 

【動物・植物・生態系】 

番

号 

意見 意見の理由等 

21 

配慮書段階における工事の実施、取付ヤード・取付道路

の設置等による動植・植物・生態系に対する重大な環境

影響の有無について改めて調査・予測・評価を実施し、

その結果、重大な環境影響を及ぼすことが予想された場

合は、現計画を見直すこと。 

工事の実施、取付ヤード・取付道路の設置等に伴う動物・

植物・生態系への重大な影響が懸念されるにも関わらず、

現時点で調査・予測・評価の実施がなされていない。 

22 

事業実施想定区域周辺では、猛禽類をはじめ、様々な鳥

類の生息や渡りの情報が確認されていることから、鳥類

に関する調査・予測・評価の実施により、これらへの影

響を最大限回避・低減すること。 

事業計画地周辺には、様々な鳥類の生息情報等があり、バ

ードストライクを回避するための適切な対応が必要。 

23 

事業の影響は実施区域周辺にも及ぶことも踏まえて、動

物・植物・生態系への影響評価を行うのに十分な調査範

囲、調査時期等を考慮した調査・予測・評価を実施する

こと。 

事業の実施による直接改変により影響を受ける可能性が

あるほか、影響はその周辺まで及ぶと考えられる。 

 

 

【景観、人と自然との触れ合い活動の場】 

番

号 

意見 意見の理由等 

24 

本事業においては、風車の取付ヤードや取付道路等の付

帯設備の設置による景観への重大な影響も懸念されるこ

とから、これらによる景観への影響を調査・予測・評価

し、その結果、重大な環境影響を及ぼすことが予想され

た場合は、現計画を見直すこと。 

本事業では、風車の取付ヤードや取付道路等の付帯設備も

大規模になると見込まれ、これによる景観への重大な影響

を及ぼすことが懸念される。 

25 

主要な眺望景観からのみでなく、民家が集積している地

区や住民が日常的に利用する主要な場所・施設等からの

景観について、また、日中のみでなく夜間における景観

ついても予測・評価を実施すること。 

配慮書においては、主要な眺望点からの景観のみに配慮し

ている。また、夜間の景観については言及されていない。 

 

26 

住民にとっての日常的な景観についての調査・予測・評

価にあたっては、風車の設置が近隣住民に心理的圧迫感

を与えるような景観とならないよう、慎重に実施するこ

と。 

36 基もの風車は、近隣の住民の日常の景観を大きく変貌

させることが懸念され、またその配置は適切に検討されな

ければ、住民にとって大きな圧迫感を生じさせることが懸

念される。 
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【その他】 

番

号 

意見 意見の理由等 

27 

事業実施想定区域内及びその周辺には周知の埋蔵文化財

包蔵地が存在するほか、未知の埋蔵文化財が存在する可

能性もあるため、あらかじめ関係機関と協議及び調整を

行うこと。 

想定区域内においても周知の埋蔵文化財包蔵地が存在す

る。 

 

28 

事業実施想定区域内には保安林、周知の埋蔵文化財包蔵

地等が内在している。風力発電事業との併存に困難があ

ると見込まれるエリアを事業地として選定しないなど、

適切に対応すること。 

直接改変及び施設の稼働による影響を受ける可能性があ

る。 

 

29 

平成 29 年度末に鳥取県ドクターヘリの運航開始を目指

し、導入準備が進められている。ドクターヘリがランデ

ブーポイントとして想定している場所の確認など関係機

関と十分調整し、ドクターヘリの運航に影響を及ぼすこ

とがないよう、計画を検討すること。 

事業実施想定区域は、ドクターヘリの活躍する場面も多い

と考えられる地域であり、ドクターヘリの運航に影響を及

ぼすことがないよう、適切に配慮される必要がある。 

 

２『（仮称）鳥取風力発電事業』または『（仮称）鳥取西部風力発電事業』それぞれの個別事項 

【（仮称）鳥取風力発電事業において配慮すべき環境影響・地域特性等】 

番

号 

意見 意見の理由等 

30 

事業実施想定区域の周辺において、他事業者による「（仮

称）鳥取市青谷町風力発電事業」が環境影響評価の手続

中であるため、各環境要素に係る累積的な影響の予測評

価に必要な情報の収集、及び予測・評価を実施すること。 

周辺で実施が計画される他事業との累積的な影響につい

て検討される必要がある。 

31 

水質について、事業実施想定区域周辺には、鳥取県の三

大湖沼である湖山池や吉岡温泉などが存在している。県

内の観光資源としても重要な、これらの地域の水環境に

影響を及ぼすことがないよう、適切に調査・予測・評価

を実施し、影響を回避すること。 

工事の実施による濁水の影響は、湖山池や吉岡温泉といっ

た地域の観光資源に影響を及ぼすおそれがある。 

32 

地形・地質について、事業実施想定区域は山陰海岸ユネ

スコ世界ジオパークに認定されているエリアであること

から、重要な地形・地質について影響を受けるおそれが

ある環境要素として選定すること。 

また、当該区域内には鹿野断層、岩坪断層といった既知

の断層が存在することから、風車の耐震性をはじめとす

る必要な対策を行うこと。 

配慮書において、重要な地形・地質は確認されておらず、

配慮事項に選定しないこととされている。 

また、実施想定区域内に既知の断層が存在することを踏ま

えて、適切な対策が取られることが必要。 

33 

動物・生態系について、事業実施想定区域周辺では過去

に希少猛禽類であるイヌワシの生息情報があるほか、ク

マタカ、オオワシなどの生息情報もある。また事業実施

想定区域内の一部は鳥獣保護区に指定されている。この

ような地域である事を踏まえ、希少種の生息状況等を慎

重に調査・予測・評価し、影響を回避すること。 

事業実施想定区域周辺では、過去に希少猛禽類であるイヌ

ワシの生息情報があり、これに対する適切に配慮されるこ

とが必要。 

また、事業実施想定区域の一部が鳥獣保護区に指定されて

いることを踏まえた調査・予測・評価の実施が必要。 

34 

景観について、鳥取市では市域全体を景観計画地域の対

象とし、景観作りの基準を策定しているため、事業計画

の検討において、関係機関と協議及び調整を行うこと。 

また、風力発電機の視認の可能性がある眺望点には山陰

海岸ユネスコ世界ジオパーク認定の際にジオサイトとし

て評価された地点もあるほか、安藏公園は星空観測の適

地とされる地域であるため、これらの点を踏まえて調

査・予測・評価を実施すること。 

鳥取市の景観計画、景観作りの基準について言及。 

また、特に鹿野城跡公園とその城下町は、ジオパークのエ

リア拡大が認められた際のジオサイトとして評価されて

いる。 

また、夜空の暗さ日本一になったことのある安藏公園にお

ける夜の景観にも重大な影響が考えられることから適切

な配慮を求める。 
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【（仮称）鳥取西部風力発電事業において配慮すべき環境影響・地域特性等】 

番

号 

意見 意見の理由等 

35 

水質について、根雨水源地、福岡水源地等の水道水源の

存在や、野上川、須鎌川など、農業用水としても取水さ

れている河川の存在、また多くの観光客が訪れる観光施

設「とっとり花回廊」においては、花の育成・管理のた

め地下水を使用している状況があることなどを踏まえ、

これらの地域の水環境に影響を及ぼすことがないよう、

適切に調査・予測・評価を実施し、影響を回避すること。 

地域で活用される水源に影響を及ぼすおそれがある。 

36 

地形・地質について、事業実施想定区域には、学術上ま

た景観上優れた地形を形成している金華山自然環境保全

地域が含まれているが、当該地域を改変しないような事

業計画とすることを求める。 

また、事業実施想定区域の近傍では、平成 12 年の鳥取県

西部地震において、震央となった地点が存在するため、

風車の耐震性をはじめとする必要な対策を行うこと。 

自然環境保全地域として指定されているエリアは、その指

定の趣旨に照らし、適切に保全が図られる必要がある。 

また、事業実施想定区域近傍は、平成 12 年の鳥取県西部

地震において、震央となった地点が存在することを踏まえ

て、適切な対策が取られることが必要。 

37 

動植物・生態系の保全について、事業実施想定区域に含

まれる南部町は、その全域が環境省の「生物多様性保全

上重要な里地里山」に指定されている。また、計画地周

辺の河川に、重要種であるアカヒレタビラの確認情報が

ある。このような地域特性を踏まえ、慎重に調査・予測・

評価を実施し、影響を回避すること。 

南部町の全域は「生物多様性保全上重要な里地里山」に指

定されていることや、計画地周辺の河川に、重要種である

アカヒレタビラの確認情報などの地域特性を踏まえて調

査・予測・評価が実施される必要がある。 

38 

景観について、事業実施想定区域周辺には、県内有数の

観光資源である大山をはじめとする国立公園や、多くの

観光客が訪れるとっとり花回廊などの観光施設が存在し

ており、そこからの景観、および大山を臨む景観につい

て、調査・予測・評価を実施し、影響を回避・低減する

こと。 

県内でも有数の観光資源である大山をはじめとする国立

公園や、とっとり花回廊の存在を踏まえて景観に対する調

査・予測・評価が実施される必要がある。 

 


